
○

開
示
用
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
手
続
の
特
例
等
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
平
成
十
四
年
内
閣
府
令
第
四
十
五
号
）

改

正

案

現

行

（
電
子
開
示
手
続
又
は
任
意
電
子
開
示
手
続
の
方
法
）

（
任
意
電
子
開
示
手
続
の
方
法
）

第
一
条

証
券
取
引
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
年
政
令
第
三
百
二
十
一
号
。
以
下
「

第
一
条

証
券
取
引
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
年
政
令
第
三
百
二
十
一
号
。
以
下
「

令
」
と
い
う
。
）
第
十
四
条
の
十
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
電
子
開
示
手
続
（
証

令
」
と
い
う
。
）
第
十
四
条
の
十
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
任
意
電
子
開
示
手
続

券
取
引
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
十
五
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第

（
証
券
取
引
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
十
五
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。

二
十
七
条
の
三
十
の
二
に
規
定
す
る
電
子
開
示
手
続
を
い
う
。
以
下
同
じ
。)

）
第
二
十
七
条
の
三
十
の
二
に
規
定
す
る
任
意
電
子
開
示
手
続
を
い
う
。
以
下

又
は
任
意
電
子
開
示
手
続
（
法
第
二
十
七
条
の
三
十
の
二
に
規
定
す
る
任
意
電

同
じ
。
）
を
行
う
者
は
、
当
該
任
意
電
子
開
示
手
続
を
行
う
者
の
使
用
に
係
る

子
開
示
手
続
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
行
う
者
は
、
当
該
電
子
開
示
手
続
又

入
出
力
装
置
（
令
第
十
四
条
の
十
第
一
項
の
入
出
力
装
置
を
い
う
。
以
下
同
じ

は
任
意
電
子
開
示
手
続
を
行
う
者
の
使
用
に
係
る
入
出
力
装
置
（
令
第
十
四
条

。
）
に
よ
り
識
別
番
号
及
び
暗
証
番
号
を
入
力
し
て
当
該
入
出
力
装
置
と
法
第

の
十
第
一
項
の
入
出
力
装
置
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
よ
り
識
別
番
号
及
び

二
十
七
条
の
三
十
の
二
の
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回
線
を
使
用
し
て
接
続

暗
証
番
号
を
入
力
し
て
当
該
入
出
力
装
置
と
法
第
二
十
七
条
の
三
十
の
二
の
電

し
、
か
つ
、
入
出
力
装
置
か
ら
入
力
で
き
る
方
式
で
、
任
意
電
子
開
示
手
続
を

子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回
線
を
使
用
し
て
接
続
し
、
か
つ
、
入
出
力
装
置
か

文
書
を
も
っ
て
行
う
場
合
に
記
載
す
べ
き
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
項
を
、
入
力

ら
入
力
で
き
る
方
式
で
、
電
子
開
示
手
続
又
は
任
意
電
子
開
示
手
続
を
文
書
を

し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
事
項
の
う
ち
押
印
及
び
署
名

も
っ
て
行
う
場
合
に
記
載
す
べ
き
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
項
を
、
入
力
し
て
行

に
つ
い
て
は
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
事
項
の
う
ち
押
印
及
び
署
名
に
つ
い

て
は
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
電
子
開
示
手
続
又
は
任
意
電
子
開
示
手
続
に
係
る
届
出
等
）

（
任
意
電
子
開
示
手
続
に
係
る
届
出
等
）

第
二
条

令
第
十
四
条
の
十
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
よ
う
と
す
る
者
（
以

第
二
条

令
第
十
四
条
の
十
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
よ
う
と
す
る
者
（
以

下
こ
の
条
に
お
い
て
「
登
録
届
出
者
」
と
い
う
。
）
は
、
第
一
号
様
式
に
よ
り

下
こ
の
条
に
お
い
て
「
登
録
届
出
者
」
と
い
う
。
）
は
、
第
一
号
様
式
に
よ
り

作
成
し
た
書
面
（
以
下
「
電
子
開
示
シ
ス
テ
ム
登
録
届
出
書
」
と
い
う
。
）
を

作
成
し
た
書
面
（
以
下
「
電
子
開
示
シ
ス
テ
ム
登
録
届
出
書
」
と
い
う
。
）
を
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、
当
該
電
子
開
示
手
続
又
は
任
意
電
子
開
示
手
続
を
文
書
を
も
っ
て
行
う
場
合

、
当
該
任
意
電
子
開
示
手
続
を
文
書
を
も
っ
て
行
う
場
合
に
提
出
す
べ
き
こ
と

に
提
出
す
べ
き
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
財
務
局
長
又
は
福
岡
財
務
支
局
長
（
以
下

と
さ
れ
て
い
る
財
務
局
長
又
は
福
岡
財
務
支
局
長
（
以
下
「
財
務
局
長
等
」
と

「
財
務
局
長
等
」
と
い
う
。
）
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

い
う
。
）
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

財
務
局
長
等
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
入
力
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
電
子
開

４

財
務
局
長
等
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
入
力
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
任
意
電

示
手
続
又
は
任
意
電
子
開
示
手
続
に
必
要
な
識
別
番
号
及
び
暗
証
番
号
を
当
該

子
開
示
手
続
に
必
要
な
識
別
番
号
及
び
暗
証
番
号
を
当
該
入
力
を
行
っ
た
登
録

入
力
を
行
っ
た
登
録
届
出
者
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

届
出
者
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

５

外
国
法
人
（
外
国
債
等
（
外
国
債
等
の
発
行
者
の
内
容
等
の
開
示
に
関
す
る

５

外
国
法
人
（
外
国
債
等
（
外
国
債
等
の
発
行
者
の
内
容
等
の
開
示
に
関
す
る

内
閣
府
令
（
昭
和
四
十
七
年
大
蔵
省
令
第
二
十
六
号
）
第
一
条
第
一
号
に
規
定

内
閣
府
令
（
昭
和
四
十
七
年
大
蔵
省
令
第
二
十
六
号
）
第
一
条
第
一
号
に
規
定

す
る
外
国
債
等
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
発
行
者
（
法
第
二
条
第

す
る
外
国
債
等
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
発
行
者
（
法
第
二
条
第

五
項
に
規
定
す
る
発
行
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
含
む
。
次
項
及
び
第
七

五
項
に
規
定
す
る
発
行
者
を
い
う
。
次
項
並
び
に
第
六
条
及
び
第
七
条
に
お
い

条
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
個
人
（
外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易
法
（
昭
和
二
十

て
同
じ
。
）
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
個
人
（
外
国
為
替
及
び
外
国
貿
易

四
年
法
律
第
二
百
二
十
八
号
）
第
六
条
第
一
項
第
六
号
に
規
定
す
る
非
居
住
者

法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
二
十
八
号
）
第
六
条
第
一
項
第
六
号
に
規
定

で
あ
る
場
合
に
限
る
。
）
が
登
録
届
出
者
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
第
一
項

す
る
非
居
住
者
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
）
が
登
録
届
出
者
で
あ
る
場
合
に
あ
っ

に
規
定
す
る
電
子
開
示
シ
ス
テ
ム
登
録
届
出
書
の
提
出
及
び
第
三
項
に
規
定
す

て
は
、
第
一
項
に
規
定
す
る
電
子
開
示
シ
ス
テ
ム
登
録
届
出
書
の
提
出
及
び
第

る
第
一
号
様
式
に
記
載
す
べ
き
事
項
の
入
力
を
す
る
と
き
に
は
、
本
邦
内
に
住

三
項
に
規
定
す
る
第
一
号
様
式
に
記
載
す
べ
き
事
項
の
入
力
を
す
る
と
き
に
は

所
を
有
す
る
者
で
あ
っ
て
、
当
該
提
出
及
び
入
力
に
関
す
る
一
切
の
行
為
に
つ

、
本
邦
内
に
住
所
を
有
す
る
者
で
あ
っ
て
、
当
該
提
出
及
び
入
力
に
関
す
る
一

き
、
当
該
登
録
届
出
者
を
代
理
す
る
権
限
を
有
す
る
も
の
を
定
め
な
け
れ
ば
な

切
の
行
為
に
つ
き
、
当
該
登
録
届
出
者
を
代
理
す
る
権
限
を
有
す
る
も
の
を
定

ら
な
い
。

め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６

（
略
）

６

（
略
）

７

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
し
た
電
子
開
示
シ
ス
テ
ム
登
録
届
出
書
の
記
載

７

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
電
子
開
示
シ
ス
テ
ム
登
録
届
出
書
（
前
項
の
規
定
に

事
項
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合
（
前
項
の
規
定
に
よ
り
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

よ
り
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
書
類
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
添
付
書
類

い
書
類
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合
を
含
む
。
）
に
は
、
当
該
変
更
内
容
を
記
載
し

」
と
い
う
。
）
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
提
出
し
た
者
は

た
書
面
を
財
務
局
長
等
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

、
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
提
出
後
に
お
い
て
同
項
の
規
定
に
よ
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り
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
電
子
開
示
シ
ス
テ
ム
登
録
届
出
書
を
提
出
し
な

い
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
提
出
し
た
電
子
開
示
シ
ス
テ

ム
登
録
届
出
書
の
記
載
事
項
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
当
該
変
更
内
容
を

記
載
し
た
書
面
（
変
更
の
あ
っ
た
添
付
書
類
を
含
む
。
）
を
財
務
局
長
等
に
提

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
磁
気
デ
ィ
ス
ク
に
よ
る
提
出
の
承
認
等
）

（
磁
気
デ
ィ
ス
ク
に
よ
る
提
出
の
承
認
等
）

第
三
条

令
第
十
四
条
の
十
一
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
磁
気
デ
ィ
ス
ク
（
同
条
第

第
三
条

令
第
十
四
条
の
十
一
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
磁
気
デ
ィ
ス
ク
（
同
条
第

二
項
の
磁
気
デ
ィ
ス
ク
を
い
い
、
こ
れ
に
準
ず
る
方
法
に
よ
り
一
定
の
事
項
を

二
項
の
磁
気
デ
ィ
ス
ク
を
い
い
、
こ
れ
に
準
ず
る
方
法
に
よ
り
一
定
の
事
項
を

確
実
に
記
録
し
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
物
を
含
む
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）

確
実
に
記
録
し
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
物
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
に
よ
る
提

の
提
出
に
よ
る
電
子
開
示
手
続
又
は
任
意
電
子
開
示
手
続
を
行
う
た
め
の
承
認

出
の
承
認
を
得
よ
う
と
す
る
者
は
、
第
二
号
様
式
に
よ
り
作
成
し
た
書
面
（
以

を
得
よ
う
と
す
る
者
は
、
第
二
号
様
式
に
よ
り
作
成
し
た
書
面
（
以
下
「
デ
ィ

下
「
デ
ィ
ス
ク
提
出
承
認
申
請
書
」
と
い
う
。
）
を
当
該
任
意
電
子
開
示
手
続

ス
ク
提
出
承
認
申
請
書
」
と
い
う
。
）
を
当
該
電
子
開
示
手
続
又
は
任
意
電
子

を
文
書
を
も
っ
て
行
う
場
合
に
提
出
す
べ
き
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
財
務
局
長
等

開
示
手
続
を
文
書
を
も
っ
て
行
う
場
合
に
提
出
す
べ
き
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
財

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

務
局
長
等
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
電
子
開
示
手
続
又
は
任
意
電
子
開
示
手
続
を
磁
気
デ
ィ
ス
ク
で
行
う
場
合
）

（
任
意
電
子
開
示
手
続
を
磁
気
デ
ィ
ス
ク
で
行
う
場
合
）

第
四
条

令
第
十
四
条
の
十
一
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
磁
気
デ
ィ
ス
ク
の
提
出
に

第
四
条

令
第
十
四
条
の
十
一
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
開
示
用
電
子
情
報
処
理
組

よ
る
電
子
開
示
手
続
又
は
任
意
電
子
開
示
手
続
を
行
う
者
は
、
当
該
電
子
開
示

織
の
使
用
に
代
え
て
磁
気
デ
ィ
ス
ク
の
提
出
に
よ
り
任
意
電
子
開
示
手
続
を
行

手
続
又
は
任
意
電
子
開
示
手
続
を
文
書
を
も
っ
て
行
う
場
合
に
記
載
す
べ
き
こ

う
者
は
、
当
該
任
意
電
子
開
示
手
続
を
文
書
を
も
っ
て
行
う
場
合
に
記
載
す
べ

と
と
さ
れ
て
い
る
事
項
を
、
当
該
電
子
開
示
手
続
又
は
任
意
電
子
開
示
手
続
を

き
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
項
を
、
当
該
任
意
電
子
開
示
手
続
を
行
う
者
の
使
用

行
う
者
の
使
用
に
係
る
入
出
力
装
置
か
ら
電
気
通
信
回
線
を
使
用
し
て
法
第
二

に
係
る
入
出
力
装
置
か
ら
電
気
通
信
回
線
を
使
用
し
て
法
第
二
十
七
条
の
三
十

十
七
条
の
三
十
の
二
の
電
子
計
算
機
に
入
力
で
き
る
方
式
で
磁
気
デ
ィ
ス
ク
に

の
二
の
電
子
計
算
機
に
入
力
で
き
る
方
式
で
磁
気
デ
ィ
ス
ク
に
記
録
し
て
、
こ

記
録
し
て
、
こ
れ
を
当
該
電
子
開
示
手
続
又
は
任
意
電
子
開
示
手
続
を
文
書
を

れ
を
当
該
任
意
電
子
開
示
手
続
を
文
書
を
も
っ
て
行
う
場
合
に
提
出
す
べ
き
こ
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も
っ
て
行
う
場
合
に
提
出
す
べ
き
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
財
務
局
長
等
に
提
出
し

と
と
さ
れ
て
い
る
財
務
局
長
等
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
事
項
の
う
ち
押
印
及
び
署
名
に
つ
い
て

該
事
項
の
う
ち
押
印
及
び
署
名
に
つ
い
て
は
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

は
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
電
子
開
示
手
続
の
適
用
除
外
に
係
る
承
認
手
続
）

（
令
第
四
十
一
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
会
社
）

第
六
条

法
第
二
十
七
条
の
三
十
の
五
第
二
項
に
よ
る
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る

第
六
条

令
第
四
十
一
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
も
の
は

場
合
に
は
、
第
三
号
様
式
に
よ
り
作
成
し
た
書
面
を
当
該
電
子
開
示
手
続
を
文

、
特
定
有
価
証
券
の
内
容
等
の
開
示
に
関
す
る
内
閣
府
令
（
平
成
五
年
大
蔵
省

書
を
も
っ
て
行
う
場
合
に
提
出
す
べ
き
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
財
務
局
長
等
に
提

令
第
二
十
二
号
。
次
条
に
お
い
て
「
特
定
有
価
証
券
開
示
府
令
」
と
い
う
。
）

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
一
条
第
二
号
の
二
、
第
四
号
イ
、
第
四
号
の
二
イ
又
は
第
五
号
の
二
に
掲
げ

る
有
価
証
券
の
発
行
者
で
あ
る
内
国
会
社
（
こ
れ
ら
の
有
価
証
券
に
係
る
任
意

電
子
開
示
手
続
を
行
う
場
合
に
限
る
。
）
と
す
る
。

－４－



○ 開示用電子情報処理組織による手続きの特例等に関する内閣府令 （平成十四年内閣府令第四十五号）

改 正 案 現 行

【第一号様式】 【第一号様式】

届出日：平成 年 月 日 届出日：平成 年 月 日

電子開示システム登録届出書 電子開示システム登録届出書

財務（支）局長 殿 財務（支）局長 殿

電子開示システムにより電子開示手続又は任意電子開示手続を行いたいので、添付書類⑵とと 電子開示システムにより任意電子開示手続を行いたいので、添付書類⑵とともに電子開示シス

もに電子開示システムの登録に係る届出をいたします。 テムの登録に係る届出をいたします。

１．～11・ （略） １．～11・ （略）

（記載上の注意） （略） （記載上の注意） （略）

－１－



改 正 案 現 行

【第二号様式】 【第二号様式】

申請日：平成 年 月 日 申請日：平成 年 月 日

ディスク提出承認申請書 ディスク提出承認申請書

財務（支）局長 殿 財務（支）局長 殿

電子開示システムの使用に代えてディスクの提出により電子開示手続又は任意電子開示手続を 電子開示システムの使用に代えてディスクの提出により任意電子開示手続を行いたいので、申

行いたいので、申請いたします。 請いたします。

１．～12・ （略） １．～12・ （略）

（記載上の注意） （略） （記載上の注意） （略）

－２－



改 正 案 現 行

【第三号様式】 （新設）

申請日：平成 年 月 日

電子開示手続適用除外承認申請書

財務（支）局長 殿

電子開示システムによる電子開示手続の適用除外としていただきたいので、申請いたします。

１．届出整理番号⑵

２．金融庁整備番号⑶

３．申請者の名称又は氏名⑷

４．代表者の役職氏名⑸

５．本店所在地又は住所⑹

６．電話番号⑺

７．事務連絡者の役職氏名⑻

８．連絡場所⑼

９．連絡先電話番号⑽

10．連絡先ＦＡＸ番号⑾

11．適用除外とする書類の名称

12．適用除外とする理由⑿

（記載上の注意）

⑴ 申請者が外国法人（外国債等の発行者を含む。）又は非居住者（個人である場合に限る。）

である場合には、以下の規定に準じて記載すること。この場合、「６．電話番号」の次に「６

－２ 代理人の氏名又は名称」、「６－３ 代理人の署名（法人である場合には代表者署名）

」、「６－４ 代理人の住所又は所在地」及び「６－５ 代理人の電話番号」の項を設け、代

理人について記載すること。また、「７．事務連絡者の役職氏名」から「10．連絡先ＦＡＸ番

号」までは、代理人の事務連絡者（当該ディスク提出承認申請書に係る担当者をいう。以下同

じ。）について記載すること。

⑵ 届出整理番号

金融庁より付与された電子開示システム（証券取引法第２７条の３の２に規定する電子情報

処理組織をいう。）に係る届出整理番号を記載すること。

⑶ 金融庁整備番号

金融庁整備番号（金融庁より付与された提出者番号）がある場合に記載すること。

⑷ 申請者の名称又は氏名

－３－



第一号様式記載上の注意⑷に準じて記載すること。この場合には、「登録届出者」を「申請

者」に読み替えて記載すること（以下同じ。）。

⑸ 代表者の役職氏名

第一号様式記載上の注意⑸に準じて記載すること。

⑹ 本店所在地又は住所

第一号様式記載上の注意⑹に準じて記載すること。

⑺ 電話番号

第一号様式記載上の注意⑺に準じて記載すること。

⑻ 事務連絡者の役職氏名

第一号様式記載上の注意⑻に準じて記載すること。

⑼ 連絡場所

第一号様式記載上の注意⑼に準じて記載すること。

⑽ 連絡先電話番号

第一号様式記載上の注意⑽に準じて記載すること。

⑾ 連絡先ＦＡＸ番号

第一号様式記載上の注意⑾に準じて記載すること。

⑿ 適用除外とする理由

証券取引法第２７条の３０の２の電子計算機の故障等具体的な理由を記載するとともに、提

出者側の事由により適用除外承認申請を求める場合には、電子開示システムを使用することが

著しく困難であることを疎明するに足りる資料を添付すること。

－４－


